
泰成工業株式会社 

一般事業主行動計画（第２回） 

 

社員が仕事と生活の調和を図り、その能力を発揮できる様に雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成２４年５月１日～平成３２年１２月３１日 

２．内  容  

 

  目標１：  年次有給休暇の取得促進を図る 

  

  対 策 
  平成２９年 ５月～ 取得促進のための措置の検討 
  平成３０年 ４月～ 取得促進のための措置の実施 

 

  目標２： 子どもを育てる社員が利用できる短時間勤務制度の導入 

 

  対 策 
  平成２９年 ５月～ 短時間勤務制度について検討 
  平成３０年 ４月～ 短時間勤務制度を導入する 

 

  目標３：  子どもを育てる社員が利用できる看護休暇についての利用しやすい 

制度導入 

 

  対 策 
  平成２９年 ５月～ 時間単位での取得等、制度について検討 
  平成３０年 ４月～ 制度導入 

 

  目標４：  子どもの出生時における父親の休暇取得促進 

 

  対 策 
  平成２９年 ５月～ 取得促進のための措置の検討 
  平成３０年 ４月～ 取得促進のための措置の実施 

 

以 上 


